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(57)【要約】
　移動可能係止要素を有する骨板で骨を固定する方法、
装置およびキットを含むシステムを提供する。



(2) JP 2009-501575 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨を固定するための骨板であって、
　板本体を骨に固定する締結具を受容する複数の開口部を画定する前記板本体であって、
前記複数の開口部が長軸を画定する長楕円形開口部を含む前記板本体と、
　少なくとも前記長楕円形開口部から係止要素を通って骨内に延びる締結具とねじ係合状
態に配置されるように構成され、前記締結具が存在しない場合は、前記長軸に少なくとも
略平行に移動するように前記板本体に摺動可能に連結される前記係止要素と、
　を備えていることを特徴とする骨板。
【請求項２】
　前記板本体が前記係止要素を少なくとも部分的に受容する空洞を画定する内面を含み、
前記内面が下方に面する場合に前記板本体が前記係止要素を前記空洞内で支持しているこ
とを特徴とする請求項１に記載の骨板。
【請求項３】
　前記係止要素が少なくとも１つのフック部分を含み、前記係止要素が前記少なくとも１
つのフック部分を使用して前記板本体に連結されていることを特徴とする請求項１に記載
の骨板。
【請求項４】
　前記係止要素が屈曲金属シートを含んでいることを特徴とする請求項３に記載の骨板。
【請求項５】
　前記係止要素が雌ねじを有する貫通穴を画定していることを特徴とする請求項１に記載
の骨板。
【請求項６】
　骨を固定するためのシステムであって、
　板本体を骨に固定する締結具を受容する複数の開口部を画定する板本体と、
　係止要素に係止され前記板本体の開口部を通って骨内に延びる締結具を受容する係止要
素であって、前記開口部の内部に配置され、前記締結具が存在しない場合に、前記板本体
に移動可能に連結される係止要素と、
　を備えていることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　前記開口部が長楕円形であり、長軸を画定し、前記係止要素が前記長軸に少なくとも略
平行に摺動可能であることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記開口部が勾配を付けた皿穴面を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記係止要素が第１の係止要素であり、前記第１の係止要素と共に集合的に１組の係止
要素を形成する１つまたは複数の追加の係止要素をさらに備え、前記１組の係止要素が前
記板本体に連結され、各係止要素が別個に移動可能であることを特徴とする請求項６に記
載のシステム。
【請求項１０】
　前記板本体が長軸および前記長軸に平行に測定される長さを画定し、前記係止要素が前
記長軸に少なくとも略平行に摺動することができ、運動範囲が前記長さのサブセットだけ
に制限されることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記板本体が前記係止要素を少なくとも部分的に受容する空洞を画定する内面を含み、
前記内面が下方に面する場合に前記板本体が前記係止要素を前記空洞内で支持しているこ
とを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記係止要素が前記板本体にフックで留められることを特徴とする請求項６に記載のシ
ステム。
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【請求項１３】
　前記係止要素が金属の屈曲シートで形成されることを特徴とする請求項１２に記載のシ
ステム。
【請求項１４】
　前記係止要素が雌ねじを有する貫通穴を画定していることを特徴とする請求項６に記載
のシステム。
【請求項１５】
　前記板本体が外面を有し、前記係止要素が、前記締結具が前記板本体に完全に締め付け
られたときに前記係止要素の少なくとも一部が前記外面に近づくように移動するように構
成されることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記板本体の前記開口部を通って前記係止要素とねじ係合して骨内に配置される骨ねじ
をさらに備えていることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１７】
　骨を固定するための方法であって、
　骨板の板本体を骨の第１の位置に連結するステップと、
　締結具を前記板本体の長楕円形開口部から骨の第２の位置内に前記長楕円形開口部と骨
の前記第２の位置の間に配置された係止要素を通って配置して、前記締結具が前記骨板を
骨の前記第２の位置に連結し、前記係止要素に係止されるようにするステップと、
　前記締結具、前記係止要素、および骨の前記第２の位置を前記板本体および骨の前記第
１の位置に対して集合的に移動させて、前記締結具を前記係止要素に係止したままで、骨
の前記第１位置及び前記第２の位置を互いに向けて移動させるステップと、
　を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記締結具が頭部を有する骨ねじであり、前記板本体が前記長楕円形開口部に全般的に
沿って延びる勾配を付けた皿穴面を含み、前記移動させるステップが、前記締結具の前記
頭部が前記勾配を付けた皿穴面に沿って移動するように前記骨ねじを回転させるステップ
を含んでいることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記締結具が存在しない場合に、前記係止要素に連結された前記板本体を含む骨板を選
択するステップをさらに含み、前記連結し、配置し、移動させるステップが前記選択する
ステップの後に前記骨板で実行されることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　骨の前記第１および第２の位置が骨に長手方向に沿って配置され、前記移動させるステ
ップが前記第１と第２の位置を前記骨に対して長手方向に互いに向けて移動させるステッ
プを含んでいることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（相互参照）
　本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、２００５年７月１３日
に出願された米国特許仮出願第６０／６９９，２７７号の優先権を３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１
１９（ｅ）の下で主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ヒトの骨格は、支持、運動、保護、無機質貯蔵、および血球の生成を含む様々な重要な
機能を果たす２０６の個別の骨から構成される。骨格がこうした機能を果たす能力を維持
し、痛みや損傷を軽減するには、骨折した骨を迅速に適切に修復すべきである。通常、骨
折した骨は固定デバイスを使用して治療される。固定デバイスは骨折した骨を補強し、治
癒中に骨の調整を維持するものである。固定デバイスは、とりわけ、外部固定用のギブス
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包帯または骨折固定器、並びに内部固定用の骨板および／または締結具（ねじ、ピン、ワ
イヤなど）を含む多様な形態をとることができる。
【０００３】
　骨板は頑丈な内部デバイスであり、通常は金属で作製され、骨折部（または他の骨の不
連続部）に隣接する骨に直接取り付けられる。骨板を使用して骨の不連続部を修復するに
は、外科医は通常、（１）適切な板を選択し、（２）不連続部を縮小し（たとえば骨折部
を固定し）、（３）ねじおよび／またはワイヤなど適切な締結具を使用して不連続部の両
側に位置する骨片に板を締結して、骨板が不連続部の範囲に及び、骨片が定位置に固定さ
れるようにする。
【０００４】
　骨板は通常、骨ねじなど締結具を受容するように構成された複数の孔を含む。孔は、使
用目的によって円形または細長い（たとえば楕円形）形状を有することができる。
【０００５】
　細長い孔は、骨片の骨板に対する長手方向の調整に適している。具体的には、板の１つ
または複数の細長い孔を通して配置された骨ねじを使用して骨板を骨に結合することがで
きるが、骨ねじが板に完全に着座していない状態にされる。次いで、骨ねじが骨板に完全
に締め付けられる前に、かつ／または締め付けられるときに、骨ねじおよび取り付けられ
た骨片の位置を孔の長軸に沿って調整することができる。したがって、骨片を共に長手方
向に圧縮し、骨片の間隙を縮小することによって、脳梁の形成を促進し、骨折部位での慢
性癒着不能の危険性を低減することができる。
【０００６】
　一部の例では、細長い孔は、長手方向に勾配を付けてカミング作用を促進する壁表面を
有することができる（「カミング孔」）。カミング孔の例示の構造および動作が、参照に
より本明細書に組み込まれている、Ｋｌａｕｅの特許文献２に記載されている。使用の際
は、カミング孔の勾配を付けた壁に対する骨ねじの半球形頭部の回転式前進によって、骨
ねじが孔に沿って長手方向に移動される。したがって、骨ねじを骨折部から離れた孔の端
部に向けて最初に配置してから締め付けて、骨ねじおよび骨ねじが取り付けられた骨片を
隣接する骨片に向けて移動させ、骨の動的圧縮を行うことができる。
【０００７】
　骨板の孔は係止または非係止型でもよい。係止孔は骨ねじと（たとえばねじによって）
係合して、骨ねじが骨板に直接取り付けられ、骨ねじの長軸に沿った両方向の骨ねじの並
進移動が制限されるようにすることができる。対照的に、非係止孔は骨ねじを骨板に直接
取り付けない。その代わり、非係止孔は骨が骨ねじを保持する能力に依存して、骨ねじの
頭部が板の外面を支承し、したがって板を骨に対して保持するようにする。
【０００８】
　係止孔には、非係止孔に勝る幾つかの利点がある。こうした利点には、（１）板のずれ
が少ない、（２）骨板と骨の接触があまり損なわれない、（３）固定するのに骨の質にあ
まり依存しない、かつ／または（４）骨ねじが緩み、かつ／または戻る傾向が低減される
ことが含まれる。したがって、係止孔は、血流を増加し、骨膜にあまり損傷を与えず、脳
梁の形成を向上し、かつ／または固定された骨の柔軟性を少し、ときには望ましく向上す
ることができる。
【０００９】
　標準の係止孔は円形である。したがって、こうした係止孔では、板の設置中に骨を長手
方向に圧縮することができない。ゆえに、不適切な縮小、たとえば固定中の骨片間の過度
の間隙によって、係止孔の利点が相殺される恐れがある。
【特許文献１】米国特許仮出願第６０／６９９，２７７号
【特許文献２】米国特許第４，５１３，７４４号
【特許文献３】米国特許出願第１０／７１６，７１９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　本発明の教示により、移動可能係止要素を有する骨板で骨を固定する方法、装置および
キットを含むシステムを提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の教示により、移動可能係止要素を有する骨板で骨を固定するための方法、装置
およびキットを含むシステムを提供する。
【００１２】
　各骨板は、（１）１つまたは複数の本体開口部、特に細長い（長楕円形）本体開口部を
画定する板本体、および（２）１つまたは複数の係止要素を含むことができる。各係止要
素は、締結具のねじ付き領域を係止要素とねじ係合するように（すなわち係止された構成
で）受容するための１つまたは複数の貫通穴を画定することができる。したがって、係止
要素の１つまたは複数の貫通穴を本体開口部と位置合せして、本体開口部と係止要素の貫
通穴が、骨ねじなどねじ付き締結具を受容するための骨板の係止孔を集合的に形成するこ
とができる。
【００１３】
　係止要素を板本体に移動可能に連結することができる。たとえば係止要素は（たとえば
本体が勾配を付けた皿穴壁を有する圧縮開口部として構成される場合）本体開口部の長軸
に沿って摺動可能でもよい。係止要素の摺動運動により、締結具（および関連する骨片）
を骨板に係止された締結具に対して再位置付けして骨の圧縮を行うことができるようにな
る。別法として、または追加として、係止要素は、（１）様々な角度で締結具に配置する
ことができるように角度を付けて、かつ／または（２）骨板を骨に対して圧縮するように
隣接する骨の表面に垂直方向に、移動可能／変形可能でもよい。一部の実施例では、係止
要素は、係止要素（および／または係止要素の貫通穴）の板本体に対する位置を（たとえ
ば板本体の厚さ軸に沿って偏倚した位置に）偏倚させる偏倚機構を含むことができる。
【００１４】
　係止要素に係止する締結具が存在しない場合は、係止要素を板本体に連結することがで
き、かつ／または締結具を介して連結することができる。いずれの場合も、係止要素は、
（たとえば板本体によって形成される空洞内など）板本体の内部に、部分的、実質的に、
少なくとも大部分、または完全に配置され、（たとえば板本体上にフックで留められるな
ど）板本体上の少なくとも実質的に外部に配置され、かつ／または板本体と衝合／板本体
から突き出る（板本体の内面から突き出て板本体と骨の間隔をあけるなど）など、板本体
に対して任意の適した位置を有することができる。
【００１５】
　本教示のシステムは骨固定の際の実質的な利点を提供することができる。たとえば、シ
ステムは、とりわけ、骨板および係止された締結具と骨の長手方向の圧縮、骨板の骨に対
するより制御された圧縮、および／または係止締結具の様々な角度の配置を行うことがで
きる。したがって、損傷を受けた骨を加速的に治癒し、かつ／または予後を改善すること
ができる。
【００１６】
　以下の項では、とりわけ、（Ｉ）例示の固定システムの概要、（ＩＩ）骨板、（ＩＩＩ
）締結具、（ＩＶ）移動可能係止要素を有する骨板を使用する骨の固定方法、および（Ｖ
）実施例を含む、本発明の他の態様を記載する。
【００１７】
［Ｉ．例示の固定システムの概要］
　図１は例示の骨固定用システム３０を示す。システムは細長い係止孔３４を有する骨板
３２を含むことができる。骨折部３８など不連続部を有する骨３６に骨板を固定すること
ができる。骨板は、係止孔３４が作製されるように移動可能係止要素４２に連結された板
本体４０で構成することができる。板本体を、たとえば骨片４４と４６の間で骨３６上に
長手方向に延びるなど、骨折部の範囲にわたるように構成することができる。
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【００１８】
　板本体は、締結具５２、特に骨ねじなどねじ付き締結具を受容する細長い開口部５０を
含む、複数の開口部４８を画定することができる。（この図では、開口部の１つには締結
具が存在しない。）締結具は、開口部４８を通り骨の中に延びて、骨板を骨に固定する。
さらに、細長い開口部５０および係止要素４２は協働して集合的に骨板の係止孔３４を作
製することができる。
【００１９】
　図２は骨板の係止孔３４を通って切り取られたシステム３０を示す縦断面図である。係
止孔３４は開口部５０の下に（すなわち開口部の内側で骨の近くに）配置された係止要素
４２を有することができる。たとえば、板本体４０は板本体の内面５６から板本体内に延
びる空洞５４を画定することができる。係止要素４２を空洞５４内に、特に、５８で示し
たように開口部５０によって画定される長軸に平行に、空洞に沿って摺動可能に配置する
ことができる。
【００２０】
　板本体の開口部５０は空洞５４に接合されてもよい。開口部は、それぞれ空洞５４に隣
接する位置および空洞５４から間隔を置いた位置に配置された貫通穴領域６２および皿穴
６４を含むことができる。具体的には、皿穴を板本体の外面６６内の凹部領域として画定
することができる。皿穴は、骨ねじ５２の頭部６８を少なくとも部分的に受容するサイズ
でもよい。さらに、頭部６８が皿穴面に対して回転されたときにカミング作用をもたらす
ように傾斜した（勾配を付けた）皿穴面またはランプ７０を皿穴に設けることができる。
【００２１】
　図３は骨板の細長い係止孔３４を通って切り取られたシステム３０を示す横断面図であ
る。係止要素４２を、空洞内に突き出た、たとえばこの図で示したように、空洞の対向す
る横側面から互いに向かって横方向に突き出た１つまたは複数のフランジまたは出っ張り
７２によって、板本体の空洞５４内で保持することができる。したがって、板本体のフラ
ンジまたは他の支持構造は、板本体の内面が下方に面する場合に係止要素と係合して支持
する内側壁を提供することができる。ゆえに、内側壁（および／または場合によっては外
側壁）は、係止要素の板本体からの分離を制限することができる。この図で示したように
、板本体の内面から凹んだ内面７４を有するなど、係止要素と骨の間隔をあけることがで
きる。別法として、係止要素は板本体の内面と同じ高さでもよく、または板本体の内面を
超えて延び、かつ／または内面から突き出て、係止要素の少なくとも一部を板本体よりも
骨の近くに位置付けることもできる（たとえば実施例３を参照）。こうした実施形態では
、係止要素は骨表面と係合することができ、または締結具によって板本体が骨に対して圧
縮されたときに骨表面から離れるように引っ張るなど（たとえばとりわけ実施例２および
５を参照）骨表面から間隔を置いて配置することができる。
【００２２】
　係止要素４２は、締結具５２のねじ付きシャンク７８を受容する貫通穴７６を画定する
ことができる。貫通穴の壁を、ねじ付きシャンクと係合して締結具が係止要素に係止され
るように（たとえば、ねじ係合状態に配置されるように）構成することができる。締結具
に関して本明細書で使用されるように、「係止された」または「係止」は締結具の並進運
動が締結具の対向する軸方向の両方で制限されることを指す。（しかし、締結具の前進お
よび／または後退を締結具の回転によって可能にすることができる。）さらに、本明細書
で締結具に関して使用されるように、「ねじ係合」は締結具の（および／または係止要素
の）ねじ付き領域が係止要素（および／または締結具）の相手方構造と係合して、締結具
が係止要素に係止されることを指す。したがって、貫通穴７６の壁は、雌ねじ８０（およ
び／またはその１つまたは複数の短縮セグメント）、またはねじ付きシャンクの雄ねじと
係合するように構成された（１つまたは複数のリップ／１つまたは複数のタブなど）他の
予備形成構造を画定することができる。別法として、または追加として、貫通穴７６の壁
を、締結具が開口を通って回転式に前進されたときに、ねじ付きシャンクによって変形さ
れるように構成することもできる。したがって、貫通穴７６をシャンクの径よりも小さく
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することができる。
【００２３】
　図４および５は、骨ねじ５２が最初に係止孔３４内に部分的に着座した構成（図４）か
らより完全に着座した構成（図５）に前進したときに骨３６の圧縮を行う固定システム３
０を総合的に示す。
【００２４】
　図４は、骨板が骨折部の範囲にわたるように、骨折部３８の両側に配置された骨片４４
、４６に固定された骨板３２を示す図である。係止要素４２が係止孔の遠位端に向かうよ
うに配置された状態で、骨ねじ５２を係止孔３４内に配置することができる。具体的には
、骨ねじは板本体の細長い開口部５０を通り、貫通穴７６を通って骨３６内に（たとえば
この図で示したように単一皮質に、または双皮質に）延びることができる。骨ねじの頭部
６８を皿穴のランプ面７０と係合させることができる。９０で示したように、ドライバで
骨ねじを追加で回転式に前進させることによって、骨ねじの頭部をランプ面に沿って移動
させることができ、９２で示した方向に、細長い開口部５０の長軸に全般的に平行に（か
つ細長い係止孔の長軸にも平行に）、骨ねじの長手方向の正味の移動が行われる。骨ねじ
の長手方向の移動によって、係止要素および係合した骨（すなわち骨片４６）の対応する
移動が行われる。
【００２５】
　図５は骨３６が圧縮された状態のシステム３０を示す。具体的には、（図４と５を比較
して）骨片４４、４６を圧縮前の間隔があいた構成に対して９４で示したように互いに衝
合させることができる。この図では、骨ねじの頭部６８が開口部５０のより中心に近い最
終またはより安定した着座位置に移動している。全般的に、最終位置は皿穴のランプ面の
端部または端部付近の勾配のないおよび／またはあまり勾配のない位置、および／または
移行点でもよい。別法として、骨ねじが前進される着座位置を骨片の互いの衝合によって
決定し、骨ねじおよび骨ねじが取り付けられた１つまたは複数の骨片の長手方向のさらな
る移動を制限することもできる。
【００２６】
［ＩＩ．骨板］
　板本体および１つまたは複数の係止要素のアセンブリを含む骨板は、通常、骨に取り付
けることによって少なくとも１つの骨を安定させるように構成された任意の比較的平坦な
（または板状の）固定デバイスを含む。固定デバイスを、任意の適した骨の一不連続部（
または複数の不連続部）の範囲に及び、固定デバイスが骨の一不連続部（または複数の不
連続部）の両側に配置された骨の部分／破片（および／または骨）の相対位置を決定する
ように構成することができる。別法として、または追加として、固定デバイスは不連続部
のない骨を補強することもできる。
【００２７】
　適した不連続部は自然に生じることがあり、かつ／または、とりわけ外傷、疾患、かつ
／または外科的インターベンションの結果、生じることがある。したがって、本明細書に
記載した固定デバイスが使用される例示の不連続部には、とりわけ、関節、骨折（骨の破
折）、骨切断術（骨の切断）、および／または（たとえば外傷、疾患、または先天性異常
によって生じる）癒着不良が含まれる。
【００２８】
　本明細書に記載した骨板を、とりわけ、ヒト、ウマ、イヌ、および／またはネコ科の動
物を含む任意の適した種類の動物の任意の適した骨に使用されるように構成することがで
きる。例示の骨には、とりわけ、腕（橈骨、尺骨、上腕骨）、脚（大腿骨、脛骨、腓骨、
膝蓋骨）、手／手根（たとえば指節骨、中手骨、および手根骨）、足／くるぶし（たとえ
ば趾骨、中足骨、および足根骨）の骨、椎骨、肩甲骨、骨盤骨、頭蓋骨、顔面骨、肋骨、
胸骨、および／または鎖骨が含まれる。
【００２９】
　各骨板は、固定中に少なくとも大部分、または完全に内部に配置されるように構成され
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た内部固定デバイスでもよい。したがって、骨板が骨に並置され、かつ／または骨と接触
するように、設置後に板の受容者の皮膚下に少なくとも実質的に、または完全に骨板を配
置することができる。ゆえに、設置された骨板は骨の上かつ軟組織の下に重ねられる。
【００３０】
　各骨板をその対象の骨に対して任意の適切な外側／内側の位置に配置されるように構成
することができる。骨板（または板部分）を、骨の外面と接触するように配置し、少なく
とも実質的に（または完全に）骨の外部に配置するように構成することができる。別法と
して、骨板を骨に対して少なくとも部分的に内部に、すなわち骨に固定された場合に骨表
面の内部に（垂直に）並置して配置されるように構成することもできる。骨板の設置中に
、（骨の外面を通る骨板の穿孔などによって）骨の内面にアクセスすることができ、かつ
／または破折、切断などによりアクセス可能にすることができる。
【００３１】
　骨板を任意の適した１つまたは複数の材料で形成することができる。こうした材料は骨
板に頑丈で展性の構造を与えることができる。全般的に、骨板は板の及ぶ範囲の骨のセク
ションよりも硬く強固でなければならないが、骨にかなりのひずみを与えないように十分
可撓性（たとえば弾性）でなければならない。骨板の形成に適した材料には、金属、ポリ
マー、プラスチック、セラミック、合成物、骨材料などが含まれる。適した材料には生体
親和性材料が含まれる。生体親和性材料の例には、とりわけ、金属／合金（たとえば、チ
タンまたはチタン合金、コバルト、クロム、および／またはモリブデンを有する合金、ス
テンレス鋼など）、生体親和性プラスチック（たとえば、超高分子量ポリエチレン（ＵＨ
ＭＷＰＥ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリテトラフルオロエチレン（Ｐ
ＴＦＥ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、および／またはＰＭＭＡ／ポリヒ
ドロキシエチルメタクリレート（ＰＨＥＭＡ））、および／または生体吸収性材料（ポリ
ガラクタン酸（ＰＧＡ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリカプロラクトン、その共重合体など
）が含まれる。
【００３２】
　骨板を骨および周囲の組織への刺激が低減されるように構成することができる。たとえ
ば、骨板を上記の生体親和性材料で形成することができる。さらに骨板は、隣接組織内へ
の突出を低減するための平坦な、かつ／または縁をそいで薄くした形状を有し、こうした
突起の影響を低減するための丸みのあるバリのない表面を有することができる。
【００３３】
　骨板は１つの骨（または複数の骨）の特定部分と一致するサイズおよび形状でもよい。
板は全般的に細長く、長さＬ、幅Ｗ、および厚さＴを有する。この場合、長さＬ≧幅Ｗ＞
厚さＴである。使用の際は、骨板（または板本体）の長軸を対応する骨の長軸と位置合せ
することができ、かつ／または骨板（または板本体）の長軸は骨の長軸に対して斜めかつ
／または横方向に延びることができる。骨板の長さおよび／または幅を使用目的により変
更して、たとえば板を１つまたは複数の骨の事前選択した領域および／または骨の特定の
外傷とマッチさせることができる。たとえば、板は、とりわけ、長い骨の骨幹上で使用す
るには全般的に線形でもよく、かつ／または骨の端部付近で使用し、かつ／または骨幹上
に横方向に配置するには、非線形でもよい。一部の実施形態では、骨板（および／または
板本体）が左右対称などの場合は、骨板を本体／骨格の両側で使用されるように構成する
ことができる。一部の実施形態では、骨板（および／または板本体）を非対称にして、各
骨板を本体／骨格の両側ではなく右側または左側で使用されるように構成することができ
る。
【００３４】
　骨板は、（骨に面する）内側および（骨の反対側に向く）外側の一表面（および／また
は複数の表面）を含むことができる。一部の実施例では、各骨板の板本体は外面を提供し
、１つまたは複数の係止要素は内面の少なくとも一部を提供することができる。こうした
面の１つまたは両方を、骨板が使用される対象の１つ（または複数）の骨の外面に全般的
に従うように形状付けて、骨板が平坦な形状を維持し、１つまたは複数の骨上に適合され
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るようにすることができる。たとえば、骨板の内面は、凸の骨表面に適合する凹面など、
骨の表面の形状に全般的に相補形でもよい。板の外面も骨表面の形状に対応することがで
き、板の内面に全般的に相補形であり、平面などでもよい。骨板を製造時に部分的かつ／
または完全に予備形状付けすることによって、開業医が骨板を使用するときに、骨板を少
し曲げ、またはさらに曲げることなく、１つまたは複数の骨に使用することができるよう
になる。したがって、骨板は損傷を受けた骨の再建用のテンプレートとして働くことがで
きる。別法として、または追加として、骨板を骨上に設置する前、かつ／またはその間に
、開業医による特別注文の形状にすることもできる。
【００３５】
　骨板の厚さを、板の内面と外面の間の距離で画定することができる。使用目的によって
、板の厚さにより、板の間、および／または板の内部を変えることができる。たとえば、
比較的薄い板を、比較的小さい骨、および／または軟組織の刺激が比較的大きい問題にな
る骨あるいは骨の領域で使用されるように構成することができる。厚さを板の内部で変え
ることができる。たとえば、とりわけ、板が（突起、顆、粗面など）突起上に延びるにつ
れて薄くなり、平坦になり、かつ／または板の剛性が低減されるようにすることができる
。板の厚さを変えて使用しやすくし、たとえば板部分の間の接合部（またはブリッジ領域
）など、板の屈曲および／または捩りによる変形が通常必要とされる場所で板を比較的薄
くすることもできる。こうすると、骨の骨幹などに沿った形状付けが不要の領域で、板を
より厚くしてより強固にすることができる。一部の実施形態では、板の厚さを、骨板内の
係止要素の厚さおよび位置によって少なくとも部分的に決定することができる。たとえば
、（板の全厚に実質的に寄与する）比較的厚い係止要素では比較的厚い骨板になり、比較
的薄い係止要素では、場合によっては、骨板を薄くすることができる。さらに、板本体に
対する係止要素の位置により、係止要素が骨板の厚さに寄与する範囲が少なくとも部分的
に決定される。
【００３６】
　骨板は１つまたは複数の突起を含むことができる。突起は、たとえば骨板の内面から骨
に向かって全般的に垂直に延びることができる。別法として、または追加として、突起は
骨板の外面から全般的に外側に延びることもできる。突起の使用目的に応じて、突起を鋭
く、または鈍くすることができる。たとえば鋭い突起を、骨を貫通して骨板の移動を制限
するプロングとして構成することができる。プロングを各骨板（および／または板本体）
の１つまたは複数の部分用の骨締結具の代わりに、またはそれに追加して使用することが
できる。稜線またはこぶなど鈍い（または鋭い）突起を、骨板（または板本体）の内面を
骨表面から持ち上げて、たとえば、板と骨の間に組織用の空間をあけ、かつ／または骨板
の有効な剛性が低減されるように構成することができる。
【００３７】
　本教示の骨板は、少なくとも１つの板本体および１つまたは複数の係止要素が含まれる
複数の別個の構成要素を含んで、１つまたは複数の係止孔を形成することができる。ねじ
付き締結具を対応する細長い係止孔内に配置する前に、各係止要素を板部材に結合するこ
とができ（たとえば実施例１および２を参照）、かつ／またはねじ付き締結具を孔内に配
置することによって結合することができる。骨板のさらなる態様を、（Ａ）板本体、およ
び（Ｂ）係止要素が含まれる以下のサブセクションに記載する。
【００３８】
（Ａ．板本体）
　本明細書で使用されるように、板本体は骨板に関する上記の任意の構造、特徴、または
特性を含むことができる。具体的には、板本体は骨板の大部分であり、すなわち骨板全体
のサイズおよび／または形状を決定する主要因である。したがって、板本体は、特性の寸
法（たとえば、板本体が含まれる対応する骨板の長さ、幅、および／または厚さ）、板本
体が含まれる対応する骨板の形状、強度、可撓性、締結具を受容する開口部の数、表面の
形状などを少なくとも実質的に有することができる。
【００３９】
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　板本体は全般的に複数の開口部を含む。開口部を、骨に板本体を固定する締結具を受容
するように適合させることができる。別法として、または追加として、１つまたは複数の
開口部を１つまたは複数の係止要素を受容するように構成して、板本体の局所の剛性を変
更し、板本体を（取り付け可能なハンドルなど）ツールで操作することができるようにし
て、板本体が設置される骨領域への血流を促進し、治癒の促進などを行うこともできる。
【００４０】
　開口部は、板本体の各部分内で任意の適した位置、サイズ、および／または構成を有す
ることができる。開口部（または開口部の任意の適したサブセット）の中心を、たとえば
板本体の幅を横切る中心に置くなど、板本体（または板本体のアンカ部分）に沿った線に
全般的に配列することができる。別法として、孔を、たとえば弓形、千鳥状、または他の
二次元（または三次元）構成の配置など、非線形に配置することもできる。
【００４１】
　開口部は任意の適した形状および構造を有することができる。全般的に、開口部は細長
くない（たとえば、とりわけ、円形あるいは正方形）、または細長い／長楕円形（卵形、
楕円形、長方形など）でもよい。開口部は（カウンタボアとも呼ばれる）皿穴を含むこと
ができる。皿穴を、たとえば締結具の頭部を受容して、頭部が板本体の外面の上に突き出
るのを低減または回避するように構成することができる。各開口部をねじ付き、または非
ねじ付きにしてもよく、各板本体は１つまたは複数のねじ付き、および／または非ねじ付
き開口部を含むことができる。一部の実施形態では、板部材は、各板本体の長軸に対して
平行、斜め、かつ／または横方向に延びる１つまたは複数の細長い開口部（たとえば卵形
孔）を含むことができる。細長い開口部は、締結具の頭部が勾配を付けた壁に向けて前進
された場合に圧縮を行うための勾配を付けた皿穴壁を含む圧縮スロットでもよい。別法と
して、または追加として、細長い開口部を使用して、板本体が骨に完全に固定される前に
骨に対する板本体および／または板本体内部のアンカ部分の位置を調整することもできる
。
【００４２】
　板本体は、１つの骨（または複数の骨）の様々な領域に固定されるように構成された少
なくとも１つ、かつ通常は２つ以上のアンカ部分を有することができる。各アンカ部分を
骨の特定領域用に構成することができる。たとえば、板本体は、骨のより近位領域に取り
付けるための近位アンカ部分、および同じ骨のより遠位領域に取り付けるための遠位アン
カ部分を含むことができる。別法として、または追加として、板本体は、骨の不連続部に
隣接する骨の外面領域に適合するように構成された外部アンカ部分、および／または骨の
不連続部に隣接する骨の内部（たとえば凹んだ、切除された、かつ／または陥凹した）領
域内に受けられるように構成された内部アンカ部分を含むこともできる。
【００４３】
　板本体のアンカ部分は任意の適した連結を有することができる。一部の実施例では、ア
ンカ部分を一体構造の板本体がアンカ部分を含むように単体に形成することができる。別
法として、アンカ部分を別個の片として形成することもできる。別個の片を、１つまたは
複数の締結具、溶接、ヒンジ継手、ボールソケット型軸継手などを含む任意の適した連結
部および／または接合部によって連結することもできる。調整可能な接合部を有する板本
体の他の態様が、参照により本明細書に組み込まれている特許文献３に記載されている。
【００４４】
　板本体のアンカ部分は任意の適した相対配置を有することができる。アンカ部分が略同
一直線上にあり、かつ／または互いに平行、斜め、あるいは略横方向に存在するようにア
ンカ部分を配置することができる。相対配置を固定し、かつ／または調整可能にすること
ができる。一部の実施形態では、アンカ部分を変形可能なブリッジ領域によって単体式に
連結して、板本体を手術前かつ／または手術中に曲げて、アンカ部分の相対配置を調整す
ることができる。別法として、アンカ部分は、たとえば上記の調整可能な接合部によって
連結された個別の片でもよい。
【００４５】
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　各アンカ部分は１つまたは複数の開口部および／または他の受け構造を有することがで
きる。各開口部（または開口部のサブセット）を骨内に延びる締結具を受容するように構
成することができる。
【００４６】
　板本体は、係止要素を受容する任意の適した１つまたは複数の受容構造を有することが
できる。各受容構造を、係止要素が受容構造内またはその上に少なくとも部分的に受けら
れるように構成することができる。したがって、受容構造は、とりわけ、空洞または凹部
など開口部（「受容開口部」）の形でもよい。受容開口部を、内側の面／表面、１つまた
は両方の対向する横／側部の表面、および／または外側の面／表面など、板本体の任意の
適した１つまたは複数の表面で画定することができる。別法として、または追加として、
受容構造は、１つまたは複数のタブ、１つまたは複数のフランジ、１つまたは複数の稜線
など１つまたは複数の突起でもよく、またはそれらを含むことができ、骨板の任意の適し
た表面、すなわち受容開口部用に下記に挙げた任意の表面で形成することもできる。一部
の実施例では、たとえば係止要素が係止要素に係止される締結具だけによって板本体に連
結される場合、板本体には受容構造がなくてもよい。
【００４７】
　受容開口部は任意の適した構造を有することができる。受容開口部は、全般的に受容開
口部が板本体に形成される位置に基づいて、板本体の（締結具を受容するための）１つま
たは複数の細長い開口部と連通してもしなくてもよい（それらと連続してもしなくてもよ
い）。受容開口部は１つだけの係止要素を受容するサイズに、あるいは複数の係止要素を
受容するサイズに、かつ／または他の方法で構成された単一の空洞でもよい。
【００４８】
　各受容開口部に固有の寸法は、係止要素の整列した寸法よりも小さい、概ね同じ（ある
いは僅かに大きい）、または実質的に大きくてもよい。一部の例では、対応する細長い開
口部および／または板本体の長軸に平行に測定される受容開口部の軸方向の寸法（通常は
その長さ）は、係止要素の対応する寸法よりも実質的に大きく、係止要素が細長い開口部
および／または板本体に沿って軸方向に摺動することができるようになされる。別法とし
て、受容開口部の軸方向の寸法は、係止要素が受容構造内に部分的にしか受けられない場
合は、係止要素の対応する寸法よりも小さくてもよい。また、骨板が組み立てられた状態
で板本体の幅軸に平行に測定される受容開口部の第１の横方向の寸法（通常はその幅）は
、係止要素の対応する寸法よりも僅かに大きくてもよい。第１の横方向の寸法により、係
止要素を受容開口部内に受け、受容開口部内で板部材に対して実質的に左右ではなく軸方
向に摺動させることができるようになり、係止要素の開口部の中心が板本体の１つまたは
複数の重ねられた細長い開口部に対する横方向の中心に置かれたままになる。別法として
、受容開口部の第１の横方向の寸法は、たとえば、１つまたは複数の受容開口部が板本体
の側面および／または外面に形成される場合、かつ／または受容開口部が板本体の内面に
形成されて係止要素を受容開口部内に単に部分的に受容することができるように（または
全く受容することができないように）なされる場合、係止要素の対応する寸法よりも小さ
くてもよい。さらに、板本体の厚さ軸に平行に測定される受容開口部の第２の横方向の寸
法（通常はその厚さまたは深さ）は、係止要素の対応する寸法よりも大きく、概ね同じ、
または小さくてもよい。対応する寸法よりも大きい場合、骨板が設置された状態で、係止
要素を板部材（および通常は骨）の内面から間隔を置いて配置することができ、かつ／ま
たは、斜め方向に旋回運動を行うことができる（たとえば実施例１および２を参照）。対
応する寸法と概ね同じ場合、係止要素を板本体の内面と同じ高さにすることができる。対
応する寸法よりも小さい場合、係止要素は板本体の内面から骨に向かって突き出て、骨板
が骨上に設置された状態で、係止要素が骨と接触し、（少なくとも局所的に）板本体と骨
の間に間隔をあけることができる。
【００４９】
　受容開口部を、係止要素が受容開口部内に受けられた後に係止要素を保持するように形
状付けて、係止要素が板部材に連結されるようにすることができる。たとえば、受容開口
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部を、係止要素が実質的に左右ではなく軸方向に摺動できるように形状付けることができ
る。したがって、１つまたは複数のフランジなど、板本体の１つまたは複数の内側壁（お
よび／または１つまたは複数の外側壁）は、係止要素の板本体からの分離を制限すること
ができる。
【００５０】
　受容開口部を、係止要素を板部材内で任意の適した１つまたは複数の位置で受容するよ
うに構成することができる。たとえば、受容開口部は少なくとも実質的に板本体の一端ま
たは両端まで延びて、係止要素が受容開口部に一端または両端から長手方向に入ることが
できるようにすることができる。別法として、または追加として、受容開口部を、係止要
素を板本体に沿った１つまたは複数の中間位置で受容するように配置構成することもでき
る。一部の実施例では、係止要素を横方向に受け、次いで係止要素の横方向の運動が制限
される（たとえば、とりわけ、１つあるいは複数のフランジ、または１つあるいは複数の
タブによって保持される）１つまたは複数の位置に長手方向に摺動させることができる。
【００５１】
　一部の実施形態では、受容構造を、係止要素が受容構造の上で受けられるように構成す
ることができる。たとえば、受容構造は、板本体の内面、側面、および／または外面上に
形成された１つあるいは複数の凹部、および／または１つあるいは複数の突起を含むこと
ができる。一部の実施例では、１つあるいは複数の凹部、および／または１つあるいは複
数の突起は、板本体の全長、かつ／または板本体の一部にわたり板本体上に長手方向に延
びることができる（たとえば実施例５を参照）。
【００５２】
（Ｂ．係止要素）
　本教示の各骨板は、１つまたは複数の係止要素を含むことができる。各係止要素を板本
体の１つまたは複数の開口部と位置合せして配置することができ、または配置可能であり
、ねじ付き締結具を開口部から係止要素を通って骨の中に配置することができるようにな
される。
【００５３】
　各係止要素は、１つまたは複数のねじ付き締結具を受容するための１つの貫通穴（また
は２つ以上の貫通穴）を含むことができる。貫通穴は、貫通穴の周囲に部分的にだけ延び
る、または完全に延びる周壁を有することができる。さらに、係止要素は、１つまたは複
数の締結具のねじ付き領域（たとえば締結具のシャンクの一部）と係合して、１つまたは
複数の締結具を係止要素に係止する構造を含むことができる。係合構造は、全般的に貫通
穴の壁によって設けられ、雌ねじまたは（１つあるいは複数の部分的または完全なねじの
セグメントに対応し、かつ／またはそのように機能する）ねじ状の形状を含むことができ
る。ねじまたはねじ状の形状により、ねじ付き締結具と係止要素の（かつねじ付き締結具
の係止要素に対する）ねじ係合（および全般的に回転による前進／後退）が可能になる。
一部の実施形態では、係止要素は少なくとも最初は予備形成ねじまたはねじ状構造がなく
てもよい。しかし、貫通穴の構造（たとえば径）および係止要素の構成を、締結具が開口
部内に前進されるときに、ねじ付き締結具のねじが係止要素の開口部を変形させて、とり
わけ摩擦嵌合または摩擦溶接などによって、締結具が係止要素に係止されるように選択す
ることができる。したがって、一部の実施例では、係止要素を、対応する締結具および／
または板本体よりも可撓性かつ／または展性の材料で形成することができる。
【００５４】
　各係止要素は、任意の適した雌ねじを含むことができる。通常、雌ねじを、係止要素を
通して配置すべきねじ付き締結具に応じて選択することができる。具体的には、雌ねじの
ピッチは締結具のねじ付きシャンクの雄ねじのピッチと概ね同じでもよい。一部の実施形
態では、係止要素を、比較的小さいねじピッチを有する締結具に使用される場合は比較的
薄く構築することができ、比較的大きいねじピッチを有する締結具に使用される場合は比
較的厚く構築して、いずれの場合も同じ数のねじセグメント間の係合が行われるようにす
ることができる。
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【００５５】
　各係止要素は、少なくとも実質的に任意の適した１つまたは複数の材料を含むことがで
き、かつ／またはそれらで形成することができる。全般的に適した例示の材料は、たとえ
ば骨板に関して上記に挙げた任意の材料など、生体親和性および／または生体吸収性のも
のである。係止要素を板部材と同じ材料または異なる材料で形成することができる。たと
えば、とりわけ、１つまたは複数の係止要素と板部材の両方を同じあるいは異なる金属／
合金で形成することができ、または係止要素をプラスチックおよび／または生体吸収性材
料で形成し、板部材を金属で形成することができ、もしくはその逆も可能である。さらに
、各係止要素の材料および／または寸法を、係止部材が比較的剛性であり、係止部材が通
常の骨板の使用中に実質的に曲がらないように選択することができ、または比較的可撓性
にして係止部材が骨板の通常の設置中かつ／または使用中に実質的に曲がるように選択す
ることができる。
【００５６】
　骨板の係止要素は実質的に同じサイズ、形状などでもよく、または異なる特性を有する
こともできる。たとえば、係止要素は、様々なサイズの開口部を有することができ、様々
な厚さでもよく、様々な材料で形成することができ、異なるねじピッチなどを有すること
ができる。
【００５７】
　骨板の１つまたは複数の係止要素を骨板の板本体と共に組み立てた構成、または組み立
てない構成で提供することができる。組み立てた場合、１つまたは複数の係止要素を取り
外し可能または取り外し不可能に構成することができる。組み立てない場合、板部材を骨
上に設置する前かつ／または設置中に、１つまたは複数の係止要素を板本体と共に組み立
てることができる。一部の実施例では、組立は、板本体の一領域の変形、および／または
係止要素の取り外しを制限するための（とりわけ、ねじまたはクリップなど）補助締結具
の設置を含むことができる。一部の実施例では、組立は、板本体を通って延びて係止要素
に係止される締結具による板本体と係止要素の組立を含むことができる。
【００５８】
［ＩＩＩ．締結具］
　本教示の骨板と共に使用するのに適した締結具には、通常、とりわけ、ねじ、ピン、お
よび／またはワイヤなどを含む、骨板を骨に固定する任意の機構が含まれる。骨ねじは、
単皮質（ｕｎｉｃｏｒｔｉｃａｌ）、双皮質（ｂｉｃｏｒｔｉｃａｌ）、および／または
海綿状の骨ねじを含むことができる。単皮質および双皮質の骨ねじは、通常、たとえば骨
の骨幹部分に通常見られるような硬い骨で使用するための比較的小さいねじ山を有し、海
綿状の骨ねじは、通常長い骨の端部付近（骨幹端領域）で見られるような軟性の骨で使用
するための比較的大きいねじ山を有する。単皮質の骨ねじは、骨板に隣接する骨皮質を１
回貫通するが、双皮質の骨ねじは骨皮質を２回、すなわち１回は骨板に隣接する場所、２
回目は骨板の反対側を貫通する。通常、単皮質のねじは皮質の貫通が少ないため、双皮質
のねじよりも少ない支持を提供する。締結具のサイズおよび／または形状を、下にある骨
のサイズ、形状、および／または位置に基づいて、かつ／またはその中に各締結具を配置
すべき係止あるいは非係止孔の構造に基づいて選択することができる。
【００５９】
　係止孔内に配置された各締結具はねじ付きシャンクを有することができる。ねじ付きシ
ャンクは１つのねじ（一条ねじ）または複数のねじ（たとえば二条ねじ、三条ねじなど）
を有することができる。ねじを点在させて、シャンクに複数のねじを付け、たとえばより
大きいピッチ（比較的急勾配のねじ角度）に対応させることができる。別法として、また
は追加として、別個のねじ付き領域をシャンクの隣接する領域および／または重ならない
領域（たとえば、骨と係合するための第１のねじ付き領域、および係止要素に係止される
異なる構造の第２のねじ付き領域）に配置することもできる。ねじのピッチはシャンクに
沿って一定でもよく、または位置によって連続的または別個に変化してもよい。たとえば
、ピッチを締結具の頭部により近いところで減少して、締結具が骨の中に前進されるとき
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に骨の圧縮が行われるようにすることができる。一部の実施形態では、ねじ付きシャンク
は、遠位ねじが比較的大きいピッチを有し、近位ねじが比較的小さいピッチを有し、また
はその逆など、異なるピッチを有する２つ以上の異なるねじを有することができる。近位
または遠位ねじ（あるいはその両方）を係止要素に係止されるように構成することができ
る。
【００６０】
　一部の実施形態では、ねじ付きシャンクのねじは、シャンクに沿って少なくとも略一定
のピッチを有することができる。こうした実施形態では、ねじ付きシャンクの骨内への前
進速度は、ねじ付きシャンクの係止要素を通る前進速度と少なくとも実質的に等しい。し
かし、こうした速度は、係止要素が外向きに移動可能な場合は、締結具の設置の終了に近
づくと不均等になる（実施例２を参照）。
【００６１】
　ねじ付き締結具は、ねじの適した線密度（または複数のねじの場合は複数の線密度）を
有することができる。たとえば１インチ当たりのねじ数など、単位を使用してこうした密
度を測定することができる。たとえば、締結具はとりわけ１インチ当たりのねじ数１６、
２０、２４、２８、３２、３６、４０、および／または他のねじ数を有することができ、
こうした線密度はねじの間隔（またはピッチ）０．０６２５インチ、０．０５００インチ
、０．０４１７インチ、０．０３５７インチ、０．０３１２５インチ、０．０２７８イン
チ、０．０２００インチ、および／または他の１インチの分数に相当する。一部の実施形
態では、締結具上のねじは締結具の軸に沿った様々な位置で連続的または不連続に変わる
ピッチを有することができる。
【００６２】
　ねじ付き締結具は、外径（頂点間）および内径（根間）が含まれる任意の適した径を有
することができる。一部の実施形態では、外径は約１～１０ｍｍでもよい。例示の径には
、１ｍｍ、１．５ｍｍ、２．０ｍｍ、２．７ｍｍ、３．５ｍｍ、および４．０ｍｍが含ま
れる。一部の実施形態では、外径と内径の差（通常、ねじの高さの２倍）は、約０．１ｍ
ｍ～５ｍｍ、または約０．２ｍｍ～２ｍｍでもよい。一部の実施形態では、ねじ付きシャ
ンクの外径および内径は通常、シャンクの長さに沿って同じである。他の実施形態では、
こうした径はシャンクの近位部分と遠位部分で異なるものでもよい。たとえば、（締結具
の頭部に隣接する）シャンクの近位領域はシャンクの遠位領域よりも大きい外径および大
きい内径を有して、近位領域を係止要素に選択的に結合できるようにすることができる。
【００６３】
　係止孔内に配置すべき各締結具は頭部を有することができる。頭部にはねじがなくても
（または含まれても）よい。さらに、頭部は、六角ソケット、単一スロット、十字形に構
成された１対のスロット、多角形突起など、任意の適したツールとの係合構造を有するこ
とができる。
【００６４】
［ＩＶ．移動可能係止要素を有する骨板を使用する骨の固定方法］
　本教示により提供されるシステムは、係止要素を有する骨板を骨上に設置することによ
って骨を固定する方法を含むことができる。この方法は、任意の適した順序で、実行され
るステップごとに１回または複数回を含む任意の適した回数で実行される、以下のステッ
プの任意の適した組合せを含むことができる。
【００６５】
　骨板を選択して、骨折した骨、または１つまたは複数の位置で切断されて２つ以上の骨
片が生じた骨など、１つまたは複数の不連続部を有する骨を固定することができる。骨板
は本教示に記載された特徴の任意の適した組合せを有することができる。たとえば、骨板
は、１つまたは複数の細長い開口部、および細長い開口部と協同して１つまたは複数の細
長い係止孔を形成することができる１つまたは複数の係止要素を有する板本体を含むこと
ができる。
【００６６】
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　骨折した骨を縮小することができる。縮小を、１つのステップまたは一連のステップで
、骨を手術で露出する前、その最中、かつ／またはその後に行うことができる。
【００６７】
　骨板の板本体を骨の第１の部分（たとえば骨折または切断された骨の第１の１つまたは
複数の破片）に連結することができる。板本体を縮小の前、最中、かつ／または後に第１
の部分に連結（たとえば固定）することができる。（縮小前または後に連結された板本体
は、通常、縮小が完了するまで対象の骨に単に部分的に固定される。）板本体の連結を、
ねじ、ワイヤ、ピンなど１つまたは複数の締結具を板本体の開口部を通して骨の第１の部
分内に配置することによって行うことができる。骨の第１の部分への連結を、締結具の細
長いまたは細長くない係止または非係止孔内への配置によって行うことができる。
【００６８】
　板本体を骨の第２の位置（たとえば骨の不連続部の両側に配置される骨折または切断さ
れた骨の第２の破片）に連結することもできる。板本体を、板本体が第１の部分に連結さ
れる前または後に、第２の部分に連結することができる。板本体の骨の第２の部分への連
結は、ねじ付き締結具を骨板の細長い係止孔を通して配置することを含むことができる。
具体的には、ねじ付き締結具を板本体の長楕円形開口部を通し、通常、板本体と骨の第２
の部分との間に配置される係止要素を通して配置することができる。ねじ付き締結具が係
止孔を通って配置された場合、長楕円形開口部を係止要素の貫通穴と位置合せすることが
できる。ねじ付き締結具の配置により、締結具を係止要素に係止することができる。一部
の実施形態では、係止要素が板本体に予備連結されていない別個の構成要素の場合などに
、ねじ付き締結具の配置により、係止要素を板本体に係止することができる。したがって
、板本体が骨上に配置される前に、締結具の配置を係止孔を通して行うことができる。
【００６９】
　締結具が係止要素に係止されたまま、締結具、係止要素、および骨の第２の部分を、板
本体および骨の第１の部分に対して集合的に移動させることができる。この移動は、締結
具が係止要素に係止された状態で、細長い係止孔の壁に対して（たとえば締結具の回転に
よって）締結具の頭部を前進させることによって行うことができる。さらに、骨の第２の
部分の骨の第１の部分に対する移動により、骨を長手方向に圧縮することができる。
【００７０】
　細長い係止孔を含む骨板での骨の固定の他の態様を本教示の項ＩおよびＶなどに記載す
る。
【００７１】
［Ｖ．実施例］
　以下の実施例は、本教示の選択された態様および実施形態、特に、移動可能係止要素を
有する骨板を含む例示の固定システム、および骨を固定（かつ／または圧縮）する骨板の
使用方法を記載したものである。こうした実施例並びに実施例の様々な特徴および態様は
例示のためであり、本教示の範囲全体を記載または限定するものではない。
【００７２】
（実施例１．選択可能なねじ角度を有する細長い係止孔）
　この実施例では、骨ねじを様々な角度で係止して配置できるようにする骨板１１１を含
む例示の固定システム１１０を記載する。図６および７を参照されたい。
【００７３】
　図６は、骨板の細長い係止孔１１４を通って骨１１５内に延びる骨ねじ１１２を示す。
骨ねじ１１２を係止孔の係止要素１１６に係止することができる。係止要素を、骨板の板
本体１２２によって画定される開口部１２０の下に形成された空洞１１８内に配置するこ
とができる。
【００７４】
　空洞は、係止要素が閉じ込められるチャンバまたは中空部１２４を含むことができる。
チャンバを板本体のフランジ１２６の上方に画定することができる。チャンバ１２４は、
係止要素の厚さよりも深い深さ（または高さ）を有することができ、係止要素がチャンバ
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内で上下に（すなわち、板本体の内面と外面の間に延びる軸（すなわち板本体の厚さ軸）
に平行に、かつ骨ねじの長軸に全般的に平行に）移動することができるようになされる。
したがって、チャンバにより、係止要素が係止孔１１４に沿って長手方向に、かつチャン
バの天井と床の間で横方向に移動することができるようになる。一部の実施形態では、係
止要素の厚さよりも高い高さを有するチャンバにより、骨板の骨に対する圧縮が容易にな
る（たとえば実施例２を参照）。
【００７５】
　図７は、図６の垂直位置から斜めの方向に旋回された骨ねじ１１２を示す。チャンバ１
２４の高さにより、係止要素がチャンバ内で、板本体によって画定される幅軸など板本体
の対向する側面かつ／または両端を通って延びる軸の周囲で旋回運動を行うことができる
ようになる。係止要素は、旋回運動を容易にするための１つまたは複数の非平面の表面を
有することができる。たとえば、係止要素の外面１３０（および／または内面１３２）は
凸状に湾曲した形状（たとえば半球形状）を有することができる。一部の実施例では、係
止要素の内面は平面であり、チャンバの床（すなわちこの例ではフランジ１２６の頂部）
との接触によって、係止要素を板本体に対して方向付けることができるようになされる。
この係止要素の画定された方向により、骨ねじを垂直から所望の角度に旋回させる前に、
骨ねじが板本体に対して直角の状態で、骨ねじを係止要素の貫通穴内に最初に配置しやす
くなる。
【００７６】
　係止要素の板本体によって画定される平面内での旋回運動（すなわち平面に対して垂直
の軸の周囲の旋回運動）は、全般的に、板本体の内側および／または外側壁との係合によ
って制限される。そうでなければ、係止要素は骨ねじと共に回転するであろう。ここでは
、この旋回運動がチャンバの対向する横の壁によって制限される。
【００７７】
（実施例２．偏倚された係止要素を有する細長い係止孔）
　この実施例では、偏倚された係止要素１５４を備える係止孔１５２を有する骨板１５１
を含む例示の固定システム１５０を記載する。図８および９を参照されたい。
【００７８】
　係止要素１５４は、係止要素を骨板の板本体１６０の厚さ軸１５８に対して位置付ける
ように構成された偏倚機構１５６を有することができる。具体的には、偏倚機構は、係止
要素の少なくとも一部を板本体１６０の外面１６２から離して内面１６４に向けて移動さ
せることができる。偏倚機構を、係止要素の中央領域１６８から角度を付けた位置に延び
るタブ１６６によって作製される１つまたは複数のリーフスプリングによって提供するこ
とができる。タブは係止孔の空洞１７２の天井面１７０と係合することができる。さらに
、タブを変形させて、係止要素の中央領域が板本体の厚さ軸１５８に全般的に平行に移動
できるようにすることができる。
【００７９】
　図８は、骨板１５１の骨１７４上への設置中の係止要素および板本体の例示の構成を示
す。骨ねじ１７６は係止孔１５２を通って延び、係止要素１５４、および空洞１７２の天
井１７０から間隔を置いて配置された係止要素の上面／外面１７８とねじ係合することが
できる。さらに、板本体１６０の内面１６４を、骨１７４の隣接する表面から１８２で示
したように僅かに離すことができる。別法として、板本体および／または係止要素が骨表
面と、緊密な係合ではなく、接触させることもできる。いずれの場合も、係止要素が空洞
１７２内で上方に移動できることにより、骨ねじが図８の１８４で示したようにドライバ
によって回転されるときに、骨ねじはラグスクリューとして機能することができるように
なる。具体的には、この場合、骨ねじは板本体の座ぐり面との接触によって板本体を通っ
てさらに前進するのが制限される。その結果、ねじが回転されるときに、係止要素および
骨を骨ねじの頭部に向かって１８６で示したように上方に移動させて、１８８で示したよ
うに骨板（および特に板本体）を骨に対して圧縮することができる。
【００８０】
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　図９は、骨ねじ１７６が回転されて、骨板が骨に対して十分に圧縮された後の骨板１５
１を示す。板本体１６０を骨１７４としっかり係合させることができる。さらに、係止要
素１５４を元の構成から変形させることができる。たとえば、タブ１６６を曲げて、係止
要素の中央領域１６８をチャンバ１７２内の板本体の外面により近い位置に再位置付けす
ることができる。他の実施例では、係止要素を同様の方法で使用して、骨板を骨に対して
圧縮することができるが、偏倚機構が存在しなくてもよい（たとえば実施例１を参照）。
【００８１】
（実施例３．細長い係止孔を有する例示の骨板）
　この実施例では、細長い係止孔のアレイを有する例示の骨板２１０を記載する。図１０
～１２を参照されたい。
【００８２】
　図１０～１２は、それぞれ骨板２１０を示す分解図、断面図、および内部（底面）図で
ある。骨板は、板本体または板部材２１２、複数の係止要素２１４、および停止部材２１
６を含むことができる。
【００８３】
　板本体２１２は、（骨ねじなど）締結具、係止要素２１４、または停止部材２１６を受
容する様々な開口部を画定することができる。こうした開口部は、１つまたは複数の細長
い開口部２１８、チャネル２２０、およびポスト用開口部２２２を含むことができる。板
本体も、または別法として、とりわけ、骨ねじ、ピン、またはワイヤなど締結具を受容す
るように構成された１つまたは複数の非細長（たとえば円形）の開口部を画定することが
できる。
【００８４】
　細長い開口部２１８を板本体の長軸に沿ったアレイに配置することができる。こうした
細長い開口部を、各細長い開口部の長軸２２４に沿った様々な位置で骨ねじを受容するよ
うに構成することができる。さらに、細長い開口部は、板本体に対して垂直または長手方
向の正味ねじ運動を結合するカミング作用を有する対向する勾配を付けた壁２２６を有す
ることができる。
【００８５】
　チャネル２２０は、係止要素を受け、係止要素の摺動運動を案内するように構成された
トラックとして働くことができる。したがって、チャネルは骨板の一部または全長に沿っ
て延びることができ、係止要素を、板本体の一端だけから、両端から、かつ／または中間
位置から受容することができるようになされる。チャネルは、係止要素がチャネルに沿っ
て摺動できるように、係止要素の幅、および／または断面サイズ、および形状よりも僅か
に大きい幅、および／または断面サイズ、および形状を有することができる。一部の実施
例では、チャネルを係止要素の垂直の運動を制限するように構成することができる。した
がって、チャネルを板本体の内面に向けて狭くすることができる。たとえば、この図では
、チャネルは係止要素の断面形状に対応するダブテール形状を有する（図１１を参照）。
【００８６】
　ポスト用開口部２２２を、チャネル２２０内に延びる停止部材２１６を受容するように
構成することができる。したがって、係止要素がチャネル内に受けられた後に、停止部材
（たとえばポスト）をポスト用開口部内に配置して、各係止要素の長手方向の移動範囲を
画定することができる。図１２は係止要素の１つの２２８で示した例示の移動範囲を示す
。さらに、停止部材は、係止要素が骨板の一端または両端から滑り落ちるのを防ぐことに
よって、係止要素の結合が板本体から外れるのを制限することができる。骨板と係止要素
および停止部材との組立を、たとえば骨板の製造中など、いつでも行うことができる。
【００８７】
　係止要素２１４は任意の適した構成を有することができ、適した数の係止要素２１４を
使用することができる。通常、係止要素を骨ねじとねじ式に係合するように構成すること
ができる。したがって、係止要素は、たとえば、ねじ付きボア２３０を有するナットまた
は座金でもよい（たとえば図１１を参照）。別法として、係止要素は、骨ねじのねじと係
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合する対向するリップを含むことができる（たとえば図５を参照）。この例など一部の実
施例では、骨板は細長い開口部ごとに係止要素を含むこともできる。
【００８８】
　各係止要素は、任意の適した構成の係止要素の内面２３２を有することができる。たと
えば、この図で示したように、内面は板本体の内面の下に突き出ることができ、破線２３
４で示したように内面と同じ高さでもよく、または破線２３６で示したように凹むことも
できる。
【００８９】
　停止部材は任意の適した構造を有することができる。たとえば、停止部材は板本体と一
体型に形成された突起でもよく、または、溶接、ねじ係合、締まり嵌め、スナップ嵌めな
どによって、板本体に取り外し不可能または取り外し可能に固定することができる。
【００９０】
（実施例４．骨板アセンブリの例示の手法）
　この実施例では、係止要素を板本体に連結して、移動可能係止要素が連結された骨板を
形成する例示の手法を記載する。図１３～１７を参照されたい。
【００９１】
　図１３は、細長い係止孔２５６を集合的に形成する板本体２５２および係止要素２５４
を含む例示の骨板２５０を示す底面図である。板本体は、細長い開口部２５８および細長
い開口部に隣接する空洞２６０を画定することができる。さらに、板本体は、空洞の内側
壁を提供する１対の変形可能なタブ２６２を有することができる。
【００９２】
　図１４および１５は板本体２５２と係止要素２５４のアセンブリを示す。図１４は、係
止要素２５４を受容するように十分広い空洞の口２６４が作製されるようにタブ２６２が
空洞２６０から外側に屈曲された状態の、板本体を示す断面図である。図１５は、係止要
素２５４が空洞２６０内に配置され、タブ２６２が空洞２６０に向けて内側に屈曲されて
、口２６４（図１４を参照）が閉鎖され、それによって係止要素の空洞からの取り外しが
制限された後の組み立てられた骨板２５０を示す。
【００９３】
　図１６は、それぞれ係止孔の分解および組立構成を示す、骨板の細長い係止孔２８２を
通って切り取られた骨板２８０の１対の断面図である。骨板は、板本体の内面に空洞２８
６を画定する板本体２８４を含むことができる。空洞を、板本体の内面に対して垂直の２
９０で示した方向からナット２８８など係止要素を受容するように形状付けることができ
る。したがって、空洞は、互いに平行の対向する内側壁２９２、２９４を有することがで
きる。係止要素を保持要素２９６によって空洞内に保持することができる。保持要素２９
６は、係止要素の内面２９８と接触して、係止要素を支持し、係止要素がアセンブリに使
用されたのと反対方向に移動するのを制限する。保持要素は、たとえば内側壁によって画
定される切欠き３００内に受けられて、空洞の対向する内側壁と係合することができる。
さらに、保持要素２９６は、骨ねじの配置が保持要素によって邪魔されないように中央開
口部３０２を画定することができる。したがって、保持要素は、板、クリップ（たとえば
Ｃクリップ）、それぞれ横壁などから空洞内に延びる２つ以上の別個の保持要素などでも
よい。
【００９４】
　図１７は、それぞれ骨板の内面３２４（すなわち底部）が上に面した状態の、細長い係
止孔３２２を有する骨板３２０の分解および組立構成を示す。骨板３２０は、細長い開口
部３２８および細長い開口部に隣接する空洞３３０を画定する板本体３２６を有すること
ができる。空洞は、骨板の組立中に係止要素３３４を受容するための口３３２を有するこ
とができる。さらに、板本体に、板本体の対向する横壁から空洞内に延びる保持フランジ
３３６を設けることができる。したがって、係止要素を板本体の内面によって画定される
平面に垂直に移動させることによって口３３２内に配置し、次いで長手方向に移動させて
、係止要素をフランジ３３６によって保持されるように位置付けることができる。一部の
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実施形態では、係止要素が空洞３３０内に配置された後に、空洞の口を閉塞し、かつ／ま
たは変形させて、係止要素が口から取り外されるのを阻止することができる。たとえば口
を、（（たとえば、ねじ、ピン、クリップなど）取り外し可能な締結具など）取り外し可
能に配置され、または（接着剤の使用、溶接、接合などによって、空洞の口内で板本体に
取り付けられる閉塞要素など）実質的に永久に配置される、口内に配置される任意の材料
で閉塞することができる。別法として、または追加として、口を画定する空洞の壁を変形
することによって、口の形状を変えることもできる。たとえば、この図では、（図１７の
左側と右側のタブ構成を比較して）空洞の壁のタブ３３８が変形されている。
【００９５】
（実施例５．外部係止要素を有する例示の骨板）
　この実施例では、外部係止要素を有する例示の骨板３５０を記載する。図１８～２３を
参照されたい。
【００９６】
　図１８は、組立の中間段階の骨板３５０を側面から示す図であり、図１９は、骨板の部
分断面図である。骨板は、１つまたは複数の外部係止要素３５２を含むことができる。骨
板３５０は、複数の細長い開口部３５６を画定する板本体３５４を含むこともできる。各
細長い開口部を係止要素と、特に係止要素によって画定される貫通穴３５８（図１９を参
照）と位置合せして、細長い係止孔３６０を集合的に形成することができる。
【００９７】
　板本体は板本体の両側に配置されたトラック３６２を画定することができる。トラック
３６２を、係止要素が板本体上に配置されたときに、各係止要素の対向する部分を受容す
るように構成することができる。たとえば、トラックを、板本体の長さの任意の適した部
分に延びる長手方向の溝３６４によって形成することができる。
【００９８】
　係止要素を板本体上で受けて、係止要素の少なくとも大部分が板本体の外側に存在する
ようにすることができる。たとえば、係止要素は、係止要素を板本体に連結する、すなわ
ち係止要素を長手方向の溝３６４内に受容することによって連結する、対向するフック部
分３６６、３６８（図１９を参照）（および／またはフランジ）を有するクリップでもよ
い。いずれの場合も、フック部分は板本体の内面３７０を超えて、板本体の対向する側／
横面３７２を少なくとも部分的に覆って横方向に延びることができる。フック部分は、こ
の図で示したように、側面に隣接して終端することができ、または板本体の外面３７４ま
で延びることができる。フック部分は係止要素の中央領域３７６の側面に位置し、中央領
域３７６は貫通穴３５８を画定し、板本体の内面３７０に全般的に平行に延びる。
【００９９】
　各係止要素を板本体に沿った長手方向の移動によって板本体上に配置することができる
。この図では、図１８の右側にある係止孔は係止要素を細長い開口部の下に配置すること
によって形成され、左側の係止孔は係止要素が板本体の左の方の細長い開口部の下の位置
まで前進された場合に作製される。
【０１００】
　１つまたは複数のトラック３６２は、各係止要素の移動の長手方向の許容範囲を決定し
、かつ／または係止要素が板本体から不慮に取り外されるのを制限することができる。た
とえば、トラック３６２はトラックに沿った複数の肩部または停止部３７８（図１８を参
照）が作製される不均一な幅を有することができる。一部の実施形態では、トラック３６
２は３８０で示したように張り出して、係止要素をトラック３６２内に最初に配置する１
つまたは複数の入口部位が設けられるようにすることができる。
【０１０１】
　各係止要素の１つまたは複数のタブ３８２が停止部３７８と係合して、係止要素の長手
方向の移動を制限することができる。タブは、係止要素が停止部を通過して前進できるよ
うにする弾性のものでもよい。具体的には、係止要素がトラックの細い領域に沿って前進
されるときに、タブを係止要素のフック部分に向けて押し付け、次いで、トラックが拡幅
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された場所で、タブの非偏倚位置に向けて外側に（この図では上方に）はねさせることが
できる。したがって、各係止要素は、１つまたは少なくとも１対の停止部、および係止要
素の１つまたは少なくとも１対のタブによって画定される長手方向の移動の許容範囲を有
することができる。たとえば、３８４で示した係止要素は、板本体の細長い開口部３５６
の下の対応する領域に実質的に制限された運動範囲を有することができる。タブ３８２を
偏倚された保持位置から移動させることによって、係止要素を骨板から取り外し、かつ／
または、板本体の異なる細長い開口部の下の位置の間で移動させることができる。たとえ
ば、タブを、タブが停止部と接触する保持構成から離れるように移動させるツールと係合
させることができる。
【０１０２】
　板本体３５４は、板本体の内面によって画定される凹み領域３９０、３９２を有するこ
とができる。各凹み領域を板本体の細長い開口部の下に配置することができ、係止要素の
中央領域を受容するサイズにすることができる。具体的には、凹み領域は、係止要素の中
央領域の厚さと少なくとも概ね同じ、またはそれよりも深い深さを有することができる。
さらに、凹み領域は、板本体に沿って長手方向に測定される長さを有することができ、そ
の長さは、係止要素の対応する寸法よりも長く、係止要素が凹み領域に沿って長手方向に
摺動できる長さである。
【０１０３】
　図２０は、板本体から分離された係止要素３５２を示す。係止要素３５２は、任意の適
した構成および特徴を有することができる。係止要素を、たとえば、金属、プラスチック
、生体吸収性材料などのシートで形成することができる。例示の実施形態では、係止要素
を金属シートで形成することができ、その金属シートを屈曲してフック部分が作製され、
切断して貫通穴３５８および１つまたは複数の偏倚機構３９４が作製される。
【０１０４】
　各偏倚機構は任意の適した構造および機能を有することができる。たとえば、偏倚機構
をタブ３８２によって作製することができる。１つまたは複数の偏倚機構は、骨ねじが係
止要素と係合するように最初に配置されたときに、中央領域３７６、したがって貫通穴３
５８と板本体の内面の間隔をあける働きをすることができる（以下を参照）。骨ねじが板
本体に締め付けられて、係止要素の中央領域と骨板の内面の間の空間が減少され、（たと
えば上記の実施例２に全般的に記載したように）板本体と骨の圧縮が行われると、偏倚機
構の力に勝ることができる。偏倚機構はやはり、上記のように、係止要素を板本体の細長
い開口部と全般的に位置合せして保持するように機能する停止機構の一部でもよい。
【０１０５】
　貫通穴３５８は、ねじ付き締結具との係止係合を促進する任意の適した構造を有するこ
とができる。たとえば、貫通穴は、締結具のねじと選択的に係合する対向するリップまた
は突起３９６（図２１を参照）を有することができる。
【０１０６】
　図２１は、骨ねじ４１０が係止要素とねじ係合した状態の係止要素（特に貫通穴３５８
）を通って切り取られた断面図である。リップ３９６を係止要素によって画定される平面
に垂直方向に互いからオフセットする、すなわち骨ねじのねじピッチと一致して平面から
屈曲させることができる。たとえば、リップ３９６をピッチの約２分の１だけ、またはピ
ッチの倍数だけオフセットすることができる。係止要素は任意の適した厚さを有すること
ができる。場合によっては、係止要素の厚さはリップの厚さと概ね同じでもよく、または
厚さが異なってもよい。さらに、リップおよび／または係止要素の厚さは骨ねじのピッチ
よりも実質的に薄く、４１２で示したように、リップが骨ねじのねじ溝内に嵌るようにす
ることができる。他の実施形態では、外部係止要素が予備形成された雌ねじを有すること
ができ、かつ／または係止要素の貫通穴内への骨ねじの配置によって、係止要素が変形さ
れ、かつ／または切断されたときに形成されるねじ状構造を有することができる。
【０１０７】
　外部係止要素を変形させて、骨ねじの様々な方向に対応することができる。たとえば、
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骨ねじを（この図で破線の輪郭で示した）斜め方向に旋回することができる。これは、係
止要素の中央領域の通常の形状を変え、かつ／または、とりわけ、係止要素のリップを曲
げることによって可能になる。骨ねじが係止要素と係合する前かつ／または後に、かつ通
常は骨ねじが骨内に前進される前に、骨ねじの角度を選択することができる。
【０１０８】
　図２２および２３は、骨ねじ４１０が骨板の板本体に締め付けられるときに、骨板３５
０の係止要素３５２を再位置付けする方法を集合的に示す。図２２は、細長い係止孔３６
０内に設置された骨ねじ４１０を示す。しかし、骨ねじ４１０は完全に前進されて孔内に
着座した状態ではない。この構成では、骨ねじを係止孔の一端に向けて配置し、係止要素
３５２をタブ３８２によって内面の凹み領域から離れるように移動させることができる。
図２３は、係止孔３６０内の着座位置、すなわち係止要素と板本体３５４の相対運動によ
ってもたらされる細長い開口部３５６内の長手方向のより中央に近い位置に締め付けられ
た骨ねじ４１０を示す。骨ねじの締め付けによって、係止要素を凹み領域３９２内に引き
込み、それによって、連結された骨を骨板の板本体の内面と接触状態にし、かつ／または
、より緊密な係合状態にすることができる。
【０１０９】
（実施例６．選択された実施形態）
　この実施例では、一連の索引付きパラグラフで示した、本教示の選択された実施形態を
記載する。
【０１１０】
　１．骨固定用骨板であって、（Ａ）複数の開口部を含む板部材であって、複数の開口部
の少なくとも１つが板部材を骨に固定する締結具を受容するように構成された細長い開口
部であり、細長い開口部が長軸を画定する板部材、および（Ｂ）板部材によって少なくと
も部分的に受けられて、係止要素が長軸に全般的に平行に摺動することができるように構
成された係止要素であって、締結具の貫通穴を通る追加の前進を可能にする構成の係止要
素によって締結具が係合され保持されるように細長い開口部から締結具を受容する貫通穴
を有する係止要素を備える骨板。
【０１１１】
　２．細長い開口部が、座ぐり面に対する締結具の回転と細長い開口部の長軸に沿った締
結具の運動を結合するように構成された座ぐり面を有する、パラグラフ１の骨板。
【０１１２】
　３．複数の開口部の少なくとも１つが対応する係止要素を持たない、パラグラフ１また
は２の骨板。
【０１１３】
　４．細長い開口部の長軸に全般的に平行の少なくとも一方向に係止要素の移動を制限す
る１つまたは複数の停止要素をさらに備える、パラグラフ１～３のいずれかの骨板。
【０１１４】
　５．１つまたは複数の停止要素が、細長い開口部の長軸に平行の反対方向の係止要素の
移動を制限する１対の停止要素をさらに含む、パラグラフ４の骨板。
【０１１５】
　６．板部材が対向する端部領域を有し、板部材が、係止要素を１つまたは両方の対向す
る端部領域から受容するように構成された長手方向の凹部または空洞を画定する、パラグ
ラフ１～５のいずれかの骨板。
【０１１６】
　７．板部材が外面を有し、長手方向の凹部または空洞が外面に対して全般的に垂直方向
に、かつ外面から内向きに狭くなり、長手方向の凹部または空洞内に受けられる係止要素
のその方向の実質的な移動が制限される、パラグラフ６の骨板。
【０１１７】
　８．板部材が骨に面する内面を有し、内面がトラックを画定し、そのトラックに沿って
係止要素を内面に隣接するように摺動させることができる、パラグラフ１～７のいずれか
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の骨板。
【０１１８】
　９．板部材が内面から延びる突起を含み、突起がトラックを画定する、パラグラフ８の
骨板。
【０１１９】
　１０．係止要素が板部材に結合されて、係止要素の摺動運動が細長い開口部の長軸に全
般的に平行の両方向に少なくとも実質的に制限される、パラグラフ１～９のいずれかの骨
板。
【０１２０】
　１１．板部材が長手方向軸を画定し、細長い孔の長軸と板部材の長手方向軸が少なくと
も略平行である、パラグラフ１～１０のいずれかの骨板。
【０１２１】
　１２．係止要素が板部材に結合されて、係止要素の旋回運動が実質的に制限される、パ
ラグラフ１～１１のいずれかの骨板。
【０１２２】
　１３．係止要素が雌ねじを含む、パラグラフ１～１２のいずれかの骨板。
【０１２３】
　１４．板部材が内面の側部に接する対向する長手方向の側面を含み、係止要素が内面を
越えて各対向する長手方向の側面に隣接する位置まで横方向に延びる、パラグラフ１～１
３のいずれかの骨板。
【０１２４】
　１５．板部材が生体親和性材料で形成される、パラグラフ１～１４のいずれかの骨板。
【０１２５】
　１６．板部材および係止要素が異なる材料で形成される、パラグラフ１～１５のいずれ
かの骨板。
【０１２６】
　１７．骨の固定方法であって、（Ａ）骨を固定するための板部材を選択するステップ、
（Ｂ）締結具を板部材の細長い開口部を通して、細長い孔から骨に向けて配置された係止
要素と係止係合されるように骨の一部内に配置するステップ、および（Ｃ）係止要素が係
止要素と係止係合状態に配置されている間に、締結具の頭部を細長い開口部の壁に対して
前進させて、締結具および骨の一部が細長い孔によって画定される長軸に略平行に移動さ
れ、それによって骨の固定が調整されるステップを含む方法。
【０１２７】
　１８．板部材および骨がそれぞれ長軸を有し、板部材と骨の長軸が全般的に平行になる
ように板部材を骨上に配置するステップをさらに含む、パラグラフ１７の方法。
【０１２８】
　１９．前進させるステップにより骨が長手方向に圧縮される、パラグラフ１７または１
８の方法。
【０１２９】
　２０．骨が不連続部を有し、前進させるステップの前に、骨板を骨の不連続部の両側で
骨に結合するステップをさらに含む、パラグラフ１７～１９のいずれかの方法。
【０１３０】
　２１．骨が少なくとも２つの細長い開口部に沿って漸進的に移動されるように、配置お
よび前進させるステップが少なくとも２つの細長い開口部で少なくとも２回実行される、
パラグラフ１７～２０のいずれかの方法。
【０１３１】
　２２．骨固定用キットであって、（Ａ）パラグラフ１～１６のいずれかの骨板、および
（Ｂ）細長い開口部内に受けられ、係止要素に係止され、骨内に延びるように構成された
少なくとも１つの締結具を備えるキット。
【０１３２】
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　２３．骨固定用骨板であって、（Ａ）板本体を骨に固定する締結具を受容する複数の開
口部を画定する板本体、および（Ｂ）締結具のねじ付き領域が係止要素とねじ係合し、締
結具が存在しない場合に係止要素が板本体に移動可能に連結されるように、板本体の開口
部を通って延びる締結具のねじ付き領域を受容する貫通穴を画定する係止要素を備える骨
板。
【０１３３】
　２４．開口部が長楕円形であり、長軸を画定し、係止要素が長軸に沿って摺動可能であ
る、パラグラフ２３の骨板。
【０１３４】
　２５．開口部が、座ぐり面に対する締結具の前進と開口部の長軸に沿った締結具の移動
を結合するように構成された座ぐり面を含む、パラグラフ２４の骨板。
【０１３５】
　２６．係止要素が第１の係止要素であり、第１の係止要素と共に集合的に１組の係止要
素を形成する１つまたは複数の追加の係止要素をさらに備え、１組の係止要素が板本体に
連結され、各係止要素が別個に移動可能である、パラグラフ２３～２５のいずれかの骨板
。
【０１３６】
　２７．板本体が長軸および長軸に平行に測定された長さを有し、係止要素が長さのサブ
セットだけに制限された、全般的に長軸に沿って摺動することができる、パラグラフ２３
～２６のいずれかの骨板。
【０１３７】
　２８．板本体が対向する内面および外面を有し、内面が係止要素の少なくとも大部分が
受けられる空洞を画定し、内面が下方に面する場合に、ねじ付き締結具が存在しないとき
に、係止要素が板本体によって空洞内に保持される、パラグラフ２３～２７のいずれかの
骨板。
【０１３８】
　２９．板本体が対向する内面と外面の側部に接する対向する横面を有し、係止要素が内
面に隣接するように配置され、少なくとも各対向する横面に隣接する位置まで内面を超え
て延びる、パラグラフ２３～２８のいずれかの骨板。
【０１３９】
　３０．係止要素が対向するフランジを有する材料のシートを含み、板本体が対向するフ
ランジを受容するための１対の溝を画定する、パラグラフ２３～２９のいずれかの骨板。
【０１４０】
　３１．材料のシートが屈曲金属シートである、パラグラフ３０の骨板。
【０１４１】
　３２．係止要素が係止要素を本体に連結する対向するフック構造を含む、パラグラフ２
３～３１のいずれかの骨板。
【０１４２】
　３３．係止要素が、板本体の長軸に全般的に平行の両方向に少なくとも実質的に制限さ
れた摺動運動を行うことができる、パラグラフ２３～３２のいずれかの骨板。
【０１４３】
　３４．板部材が平面を画定し、係止要素が平面に垂直の実質的な運動を行うことができ
、係止要素が、ねじ付き締結具を板本体に対して様々な角度で係止要素と係止係合状態に
配置できるようにする平面から外への旋回運動を行うことができる、パラグラフ２３～３
２のいずれかの骨板。
【０１４４】
　３５．板本体が平面を画定し、係止要素が面内旋回運動から実質的に制限される、パラ
グラフ２３～３４のいずれかの骨板。
【０１４５】
　３６．係止要素が板本体に対して再位置付けされるように、係止要素がねじ付き締結具
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の前進によって変形されるように構成される、パラグラフ２３～３５のいずれかの骨板。
【０１４６】
　３７．係止要素が対向する上面および下面を有し、上面および下面の少なくとも１つが
半球形である、パラグラフ２３～３６のいずれかの骨板。
【０１４７】
　３８．係止要素が板本体に対して偏倚された位置を有する、パラグラフ２３～３７のい
ずれかの骨板。
【０１４８】
　３９．骨の固定方法であって、（Ａ）板本体および係止要素を含む骨板を選択するステ
ップ、（Ｂ）骨板を骨の第１の位置に連結するステップ、（Ｃ）締結具を、締結具が係止
要素とねじ係合するように、板本体の長楕円形開口部および係止要素の貫通穴を通して骨
の第２の位置に配置するステップ、および（Ｄ）締結具を長楕円形開口部に隣接する板本
体の傾斜面に対して前進させて、締結具、係止要素、および骨の第２の位置が長楕円形開
口部に平行方向に集合的に移動されるステップを含む方法。
【０１４９】
　４０．骨の固定方法であって、（Ａ）骨板の板本体を骨の第１の位置に連結するステッ
プ、
（Ｂ）締結具を板本体の長楕円形開口部から骨の第２の位置内に、全般的に板本体と骨の
第２の位置の間に配置された係止要素を通して配置して、締結具が骨板を骨の第２の位置
に連結し、締結具が係止要素に係止されるステップ、および（Ｃ）締結具、係止要素、お
よび骨の第２の位置を板本体および骨の第１の位置に対して集合的に移動させて、締結具
を係止要素に係止したままで、骨の第１および第２の位置を互いに向けて移動させるステ
ップを含む方法。
【０１５０】
　４１．連結し、配置し、移動させるステップが骨折した骨に行われる、パラグラフ４０
の方法。
【０１５１】
　４２．連結するステップが配置するステップの前に行われる、パラグラフ４０または４
１の方法。
【０１５２】
　４３．配置するステップが骨ねじを配置するステップを含む、パラグラフ４０～４２の
いずれかの方法。
【０１５３】
　４４．配置するステップが半球形の頭部を有する締結具を配置するステップを含む、パ
ラグラフ４０～４３のいずれかの方法。
【０１５４】
　４５．移動させるステップが締結具を回転させるステップを含む、パラグラフ４０～４
４のいずれかの方法。
【０１５５】
　４６．連結するステップが板本体を骨に板本体の第１の領域を介して連結するステップ
を含み、長楕円形開口部がそれぞれ板本体の第１の領域に比較的近い位置および比較的離
れた位置に配置された対向する端部を有し、配置するステップが、係止要素が板本体の第
１の領域から離れた一端に向けて配置された状態で行われる、パラグラフ４０～４５のい
ずれかの方法。
【０１５６】
　４７．骨固定用骨板であって、（Ａ）板本体を骨に固定する締結具を受容する複数の開
口部を画定する板本体であって、複数の開口部が長手軸を画定する長楕円形開口部を含む
板本体、および（Ｂ）少なくとも長楕円形開口部から、次いで係止要素を通って骨内に延
びる締結具とねじ係合するように配置されて、板本体と接触し、長楕円形開口部の長軸に
平行に摺動可能に構成された係止要素を備える骨板。
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【０１５７】
　上述の開示は、独立した有用性を有する多様な発明を包含することができる。こうした
発明がそれぞれ発明の１つまたは複数の好ましい形態で開示されているが、本明細書に開
示し示した本発明の特定の実施形態は、多数の変形形態が可能であるため、限定的な意味
で考慮されるべきではない。本発明の主題は、本明細書に開示された様々な要素、特徴、
機能、および／または特性の全ての新規かつ自明でないコンビネーションおよびサブコン
ビネーションを含むものである。添付の特許請求の範囲は、新規かつ自明でないと考えら
れる幾つかのコンビネーションおよびサブコンビネーションを詳細に指摘するものである
。特徴、機能、要素、および／または特性の他のコンビネーションおよびサブコンビネー
ションで実施される発明の特許請求を本出願または関連出願の優先権を主張する出願で行
うことができる。こうした特許請求の範囲は、異なる発明または同じ発明を対象とするも
のであっても、元の特許請求の範囲よりも広い、狭い、それと等しい、または異なるもの
であっても、本開示の本発明の主題に包含されると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】本教示の態様による、骨折した骨に固定され、移動可能係止要素に連結されて細
長い孔を作製する板本体からなる骨板を含む、骨を固定する例示のシステムを示す平面図
である。
【図２】細長い係止孔を通り全般的に図１の線２－２に沿って切り取られた図１のシステ
ムを示す縦断面図である。
【図３】全般的に図１の線３－３に沿って切り取られた図１のシステムを示す横断面図で
ある。
【図４】本教示の態様による、例示の骨板の骨上への設置中の、特に骨ねじが細長い係止
孔内に配置されているが係止孔内に完全に着座していない状態の、図１のシステムを示す
部分縦断面図である。
【図５】本教示の態様による、図４と概ね同様であるが、骨ねじが係止孔内に完全に前進
され着座して骨を圧縮している、図１のシステムを示す部分縦断面図である。
【図６】本教示の態様による、骨ねじが部分的に前進された構成の、細長い係止孔を有し
、係止孔の係止要素とねじ係合するように配置された骨ねじによって骨に連結された骨板
を含む他の例示の固定システムを示す部分縦断面図である。
【図７】本教示の態様による、図６と概ね同様であるが、骨ねじが骨板に対して斜角に旋
回された状態の、図６の固定システムを示す部分縦断面図である。
【図８】本教示の態様による、骨板が骨上に配置され、係止孔の皿穴面に対して回転され
た骨ねじを受けている状態の、偏倚された係止要素を備える係止孔を有する骨板を含む例
示の固定システムを示す部分横断面図である。
【図９】本教示の態様による、図８と概ね同様であるが、骨ねじが係止孔の皿穴面に対し
て回転されて、偏倚された係止要素を皿穴面に向けて引っ張り、骨板の骨に対する圧縮が
行われている、図８の固定システムを示す断面図である。
【図１０】本教示の態様による、細長い係止孔を有する例示の骨板を示す分解図である。
【図１１】全般的に図１０の線１１－１１に沿って切り取られた組み立てた構成の図１０
骨板を示す断面図である。
【図１２】骨板が図１１の組み立てた構成の図１０の骨板を示す底面図である。
【図１３】本教示の態様による、細長い係止孔を有する他の例示の骨板を示す底面図であ
る。
【図１４】本教示の態様による、例示の、係止孔を作製するための係止要素の設置中の全
般的に図１３の線１５－１５に沿って切り取られた図１３の骨板を示す断面図である。
【図１５】本教示の態様による、例示の、係止孔を作製するための係止要素の設置後の全
般的に図１３の線１５－１５に沿って切り取られた図１３の骨板を示す断面図である。
【図１６】本教示の態様による、係止孔を作製する他の例示の方法を示す、それぞれ分解
構成および組立構成の係止孔を通って切り取られた、細長い係止孔を有する他の例示の骨
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板を示す１対の横断面図である。
【図１７】本教示の態様による、細長い係止孔を有する骨板を作製する他の例示の方法を
示す、それぞれ係止孔の分解構成および組立構成を示す、細長い係止孔を有する他の例示
の骨板を示す１対の底面図である。
【図１８】本教示の態様による、係止要素の１つが板本体上に前進され、したがって板本
体の対応する細長い開口部との位置合せ範囲外に配置された状態の、１対の細長い係止孔
を提供する骨板の板本体上にフックで留められた複数の係止要素を有する例示の骨板を示
す側面図である。
【図１９】骨板の係止孔を通り全般的に図１８の線１９－１９に沿って切り取られた図１
８の骨板を示す部分断面図である。
【図２０】図１９と概ね同様であるが、板本体が存在しない、図１９の係止要素を示す図
である。
【図２１】骨ねじが係止要素とねじ係合するように配置された状態の、係止要素の屈曲に
よって可能な骨ねじの異なる方向付けを示す、全般的に図２０の線２１－２１に沿って切
り取られた図２０の係止要素を示す断面図である。
【図２２】本教示の態様による、骨ねじが係止孔内に係止されているが完全に着座してい
ない状態の、全般的に骨板の細長い係止孔の周囲で切り取られた図１８の骨板を示す部分
側面図である。
【図２３】本教示の態様による、骨ねじが係止孔内の着座位置に完全に前進されて、係止
孔の係止要素が骨板の板本体に対して上方に移動され、骨板が骨に対して圧縮されている
状態の、図２２と同様の、図１８の骨板を示す部分側面図である。
【符号の説明】
【０１５９】
　３０、１１０、１５０　　システム
　３２、１１１、１５１、２１０、２５０、２８０、３２０、３５０　　骨板
　３４、１１４、１５２、２５６、２８２、３２２、３６０　　係止孔
　３６、１１５、１７４　　骨
　３８　　骨折部
　４０、１２２、１６０、２１２、２５２、２８４、３２６、３５４　　板本体
　４２、１１６、１５４、２１４、２５４、３３４、３５２　　係止要素
　４４、４６　　骨片
　４８、５０、１２０、２１８、２２２、２５８、３５６　　開口部
　５２　　締結具
　５４、１１８、１７２、２６０、２８６、３３０　　空洞
　５６、７４、１３２、１６４、２３２、２９８、３２４、３７０　　内面
　６２　　貫通穴領域
　６４　　皿穴
　６６、１３０、１６２、１７８、３７４　　外面
　６８　　頭部
　７０　　ランプ
　７２、１２６、３３６　　フランジ
　７６、３５８　　貫通穴
　７８　　ねじ付きシャンク
　８０　　雌ねじ
　１１２、１７６、４１０　　骨ねじ
　１２４　　チャンバ
　１５６、３９４　　偏倚機構
　１５８　　厚さ軸
　１６６、２６２、３３８、３８２　　タブ
　１６８　　中央領域
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　１７０　　天井
　２１６　　停止部材
　２２０　　チャネル
　２２４　　長軸
　２２６　　勾配を付けた壁
　２３０　　ねじ付きボア
　２６４、３３２　　口
　２８８　　ナット
　２９２、２９４　　内側壁
　２９６　　保持要素
　３００　　切欠き
　３０２　　中央開口部
　３６２　　トラック
　３６４　　溝
　３６６、３６８　　フック部分
　３７２　　側／横面
　３７６　　中央領域
　３７８　　停止部
　３９０、３９２　　凹み領域
　３９６　　リップ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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